
日時：2024年11月30日（土）　午後3時40分開場

会場：AP大阪梅田茶屋町　8Ｆ『F＋Gルーム』
　　　大阪府大阪市北区茶屋町1-27　ABC-MART梅田ビル 8F

【　会場ご案内図　】

共催 日 本 皮 膚 科 学 会

大 阪 皮 膚 科 医 会

共通講習：医療安全

第19回日本臨床皮膚科医会大阪支部総会
（第99回大阪皮膚科医会・学術大会）

プ ロ グ ラ ム

※本講演会参加者には機構認定専門医共通講習１単位が取得できます。
※当会会員かつ日本臨床皮膚科医会会員の先生は日本皮膚科学会後実績３単位が取得できます。

講
　
師

大阪府医師会医事紛争特別委員会皮膚科担当委員

� 持田皮フ科
持 田 和 伸 先生
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プログラム

15:40	 開場

16:00－16:10 医会連絡会

16:10－16:30 総会

16:30－18:05	 教育講演

18:05－18:15	 休憩

18:15－19:20	 質疑応答

企画主任：持田　和伸　プロジェクトチーム：持田　和伸、久米　昭廣

学会参加者の皆様へ

Ⅰ．参加受付のご案内

　１．参加登録

　　　場　所：AP大阪梅田茶屋町　８階　F＋Gルーム　受付

　　　日　時：2024年11月30日（土）

　　　参加費：無料

　２．単位受付

　　　・	学会認定皮膚科専門医の方は、後実績受付でご記帳の上、「後実績参加証」	

（３単位）をお受け取りください。

　　　・受付時間は下記の通りとなります。必ず時間内に手続きをお済ませください。

　　　　11月30日（土）　15：00～17：00

　　　・	専門医機構認定専門医制度による後実績単位を取得する方は、電子システムで

の受付となります。受講される方は日本皮膚科学会会員証をご持参のうえ、聴

講単位が認められている下記セッションの開始30分前から講演開始後15分まで

に受付にて手続きをしてください。受付時間外は、後実績登録はできませんの

でご留意ください。

　　	　詳細は日本皮膚科学会ホームページ「新専門医制度の聴講単位一覧について」を

ご確認ください。
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医師賠償責任保険（医賠責保険）の概要

� および大阪府における医療事故の現状

大阪府医師会医事紛争特別委員会皮膚科担当委員　持田皮フ科　　　

持　田　和　伸

　演者は2015年６月に大阪府医師会（府医）の医事紛争特別委員会の委員に就任した。地

区医師会に提出された医事紛争報告書のうち皮膚科関連の事例を委員会で審議し、有責

か無責かの判断をすると共に、有責事例については府医の顧問弁護士と相談をし、示談

交渉案や裁判事例については答弁書作成に協力してきた。

　開業医の先生で地区医師会に入会されている日医A会員の先生(府医会員)は、自動的

に日本医師会の医賠責保険（日医保険）に加入したことになる。日医保険は100万円以上

の請求額の事故に対して適応されるため、100万円未満の自己負担が生じる事故につい

ては府医の医賠責保険に別途加入する必要がある。

　医療行為について患者サイドからクレームがあり賠償を請求された場合、当該医師が

府医会員であれば

１	．地区医師会に医事紛争報告書を提出し会長印が押印されたものが府医の医事対策踝

に送られる。

２．皮膚科関連事例は演者と久米昭廣委員に医事紛争報告書が送られる。

３．演者あるいは久米委員が当該医師と面談し事故に関する考えを聴取。

４	．府医の医事対策特別委員会（１ヶ月に１回行われる）で他科の委員の意見も伺い対応

を協議する。

という流れで対応が決まれば、当該医師は患者と直接交渉する必要はなくなり、府医の

顧問弁護士が患者と対応することになる。同時に訴額により医賠責保険の適応を損保

ジャパン（株）の担当者と協議することになる。

　地区医師会未入会の開業医の先生方や勤務医の先生方は日皮会が契約し、損保ジャパ

ン（株）が運営している医賠責保険（日皮会保険）に入会していると思う。日皮会保険と日

医保険との違いは、１.事故報告は損保ジャパン（株）にする。２.患者サイドから請求額

が提示されるまでは先生方自身で患者と対応交渉しなければならない、という点があげ

られる。

この講演では各医賠責保険の概要を解説したい。

　また、最近の皮膚科関連の医療事故の傾向としては超高齢化社会を反映し、褥瘡や皮

膚潰瘍の事例が多い。最近の医療事故において患者サイドの弁護士は日本皮膚科学会が

公開しているガイドラインを盾にとり訴えてくる。個々の患者に最適な治療がガイドラ

インに完全に合致することはありえず、ガイドラインから逸脱したからと裁判等て引用

される性質のものではないと演者は考えている。自身が行った医療行為に対して、訴訟

までは行かないとしても種々のクレームがあることは日常茶飯事である。実際に患者サ

イドからクレームがあった場合の対応の仕方なども私案を述べたい。
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企画主任：持田　和伸　　　　　会　　長：持田　和伸

大阪皮膚科医会事務局　〒531-0076　大阪市北区大淀中３-15-５

　　　　　　　　　　　関西共同印刷所営業１課内　日下　敦	宛て

　　　　　　　　　　　ＴＥＬ06－6453－3651
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